
第９号様式

契 約 年 月 日 令和７年６月５日

契 約 業 者 名 株式会社唯設計

契約業者の住所 東京都港区西麻布２－１１－２

業 務 の 名 称 川越少年刑務所炊場棟設計その２業務

業 務 場 所 埼玉県川越市南大塚６－４０－１

業 務 区 分 建築関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 実施設計業務

業務期間（自）～（至） 令和７年６月６日　～　令和８年３月３１日

契 約 金 額 ¥10,340,000

契　約　の　内　容



機 密 性 ２ 情 報 

 

随意契約理由書 

 

契 約 業 者 名：株式会社唯設計 

業 務 の 名 称：川越少年刑務所炊場棟設計その２業務 

 

随意契約理由： 

 本件業務は、令和 7 年 3 月から令和 8 年 3 月にかけて新営工事を予定してい

る川越少年刑務所炊場棟新営工事を円滑に実施することを目的として、工事の

施工者や工事監理業務の受注者に対し、同工事に係る川越少年刑務所炊場棟実

施設計業務（以下「原設計業務」という。）の設計意図を正確に伝えるための

質疑応答・説明及び工事材料・設備機器等の選定に関する検討・報告等を実施

する設計意図伝達業務であり、原設計業務と密接不可分の関係であるとともに

建築の品質を確保する上で重要な業務である。 

 そのため、本件業務を適切に行うためには、設計図書では完全に表現できな

い性質の情報を含め、本件業務の内容を熟知し、詳細な設計情報に精通してい

る必要があり、原設計業務の受注者である株式会社唯設計（以下「当初設計

者」という。）以外の者が本件業務を行うことは現実的に極めて困難である。

また、当初設計者以外の者が本件業務を行った場合、適切な設計意図伝達が行

われず品質の低下を招くことも懸念される。 

 以上のことを考慮し、当初設計者を契約の相手方に特定したもの。 

 （会計法第 29 条の 3 第 4 項、予決令第 102 条の 4 第 3 号） 
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